
 
 

 

 

Thailand  |  Tax & Legal  |  September 2022 

 

 

Tax & Legal Newsletter 

2022年９月 

 

 

※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

長期滞在外国人の税制優遇措置の適用を判断するための基準 

2022 年 8 月 26 日に発行され、2022 年 9 月 1 日に施行された所得税に関する

タイ歳入局長官からの通知（第 427 号）は、2022 年 5 月 21 日付勅令（第 743

号）に基づいて定められた特定の税優遇措置を受けることができる外国人の資

格を決定する規則、手続及び条件について定めています。この優遇措置（状況

に応じて、個人所得税の税率の引下げや特定の所得に対する個人所得税の免除

を含む）は、通達の施行日（2022 年 9 月 1 日）から、勅令第 743 号に記載さ

れた特定のグループ、すなわち高度な技能を有す外国人専門家、「富裕国」と

指定された地域の外国人、定年退職した外国人及びタイからのリモートワーク

を望む外国人等に該当する有資格者のために適用されるものです。通達第 427

号で定められている要件は、下記のとおりです。   

• 外国人は、出入国管理に関する法律に従い、長期滞在ビザを取得している

こと、及び 

• 外国人は、必要な基準を満たし、投資委員会事務局が定める特別短期滞在

者ビザの条件を遵守すること。 

また、高度専門職に該当する外国人が減税優遇措置を受けるためには、下記の

追加規定、手続及び条件を遵守する必要があります。 

• 外国人は、競争力強化法、投資促進法、又は東部経済回廊の規則に従って

決定された、対象産業で事業を行う企業又は法人パートナーシップとの雇

用契約に基づく従業員でなければならない。減税優遇措置を受けることを

希望する外国人従業員を雇用する企業は、その事業所が所在する地域の歳

入局に従業員の氏名を提供するための報告書を作成しなければならない。
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この報告書には、最低限、通達第 427 号に添付されたテンプレートに指定

された詳細及び記述の記載が必要である。 

• 外国人は、当該雇用に関連して、タイ歳入法第 40 条第 1 項に基づく適切

な所得を稼得しなければならない。 

• 外国人が減税優遇措置を希望する課税年度について、法的に定められた期

間内に、給与所得を稼得する外国人用の個人所得税申告書（PND.95）を

タイ歳入局に提出しなければならない、及び 

• 外国人が一定の課税年度において上記の要件を満たさない場合、その特定

年度に関する減税措置が受けられなくなります。 

e-Donation システムによる医療財団への寄附に関する税制優遇措置の

規定、基準及び条件 

タイ歳入局長官からの通達 2022 年 8 月 2 日、タイ勅令第 754 号（2022 年 7

月 18 日付）に基づき、2022 年 4 月 26 日から 2022 年 12 月 31 日までに電子

寄附（e-Donation）システムを通じて「上場医療財団」に行われる寄附に関

して、税制優遇措置を申請できる規則、基準条及び件等について定める通達

（42 号）が施行された。勅令第 754 号は、個人、企業及びパートナーシップ

に対して、適格な寄附に対する 100%の追加所得税控除（すなわち合計 200%

の控除）を提供し、寄附に関する VAT、特定事業税、印紙税の一定の免除を提

供するものです。通達第 42 号で定められた要件は下記のとおりです。 

• 個人所得税の控除を受けるには、現金による寄附でなければならない。 

• 法人税の場合、現金の寄附の他に、資産や棚卸資産の寄附も控除の対象と

なる。ただし、現金以外の寄附金については、下記の規定を遵守すること

により、控除を受けることができる。 

o 新たに購入した資産の寄贈の場合、寄贈者は、品目の説明と購入価格

を記載した購入の証拠を保持しなければならない。購入価格に基づい

て控除が認められる。 

o 寄贈者の固定資産台帳に記録されている中古資産の寄贈については、

減価償却費控除後の純資産価値に基づいて控除が認められる。 

o 棚卸資産（新たに購入した棚卸資産又は既に所有している棚卸資産）

の寄附の場合、証拠書類で特定された当該棚卸資産にかかった費用に

基づいて控除が認められているが、その金額は前会計年度からの繰越

在庫の価額を超えてはならない。 

o 資産や在庫が寄附されるために購入された場合、控除の根拠となる価

格は、寄附された品物の市場価値を超えてはならない。 

寄附者は、勅令第 754 号に規定される所得税の控除、付加価値税、特定事業税

及び印紙税の免税措置の申請を裏付ける証拠として、e-Donation システムに

記録された情報を利用することができ、税務調査官に寄附金の領収書を提示す

る必要がありません。 

e-Donation システムによる首相官邸への寄附に関する税制優遇措置の

規定、基準及び条件 

タイ歳入局長官からの通達 (2022 年 8 月 10 日、タイ王国令第 751 号（2022 年

7 月 18 日付）の規定に基づき、個人、企業及びパートナーシップが新型コロ

ナウイルス感染症（以下「COVID-19」）対策支援のために首相官邸に対し

て、e-Donation システムを通じて 2022 年 3 月 6 日から 2023 年 12 月 31 日ま



でに行った寄附に関して所得税控除及び VAT 免除を申請するための規則、基

準及び条件を規定した第 43 号が発行されました。その要件は下記のとおりで

す。 

• 個人所得税の控除を受けるには、現金での寄附が必要である。 

• 法人税の場合、現金の寄附の他に、資産や棚卸資産の寄付も控除の対象と

なる。ただし、現金以外の寄附金については、下記の規定を遵守すること

により、控除を受けることができる。 

o 資産又は在庫の寄贈は、首相官邸が指定する種類・種類の資産又は在

庫に限られる。 

o 新たに購入した資産の寄附の場合、寄附者は、品目の説明と購入価格

を記載した購入証明書を保持する必要がある。購入価格に基づいて控

除が認められる。 

o 寄贈者の固定資産台帳に記録されている中古資産の寄贈については、

減価償却費控除後の純資産価値に基づいて控除が認められる。 

o 棚卸資産（新たに購入した棚卸資産又は既に所有している棚卸資産）

の寄附の場合、証拠書類で特定された当該棚卸資産に係る費用に基づ

いて控除が認められているが、その金額は前会計年度からの繰越在庫

の価額を超えてはならない。   

o 資産や在庫が寄附されるために購入された場合、控除の根拠となる価

格は、寄附された品物の市場価値を超えてはならない。 

寄附者は、勅令第 751 号に規定される所得税控除や付加価値税免除措置の申請

を裏付ける証拠として、e-Donation システムに記録された情報を利用するこ

とができ、税務調査官に寄附金の領収書を提示する必要がありません。 

COVID-19 事態を解決するための輸入医薬品及び医療品の寄贈に関す

る税制優遇措置の規定、基準及び条件 

タイ歳入局長官からの通達 (2022 年 8 月 11 日にタイ国勅令第 755 号（2022 年

7 月 18 日付）の規定に基づき、COVID-19 の状況を解消するために 2022 年 4

月 1 日から 2023 年 12 月 31 日までに行われる輸入医薬品及び医療品の適格寄

附に関して、企業又はパートナーシップの所得税及び付加価値税の免除に関す

る規則、基準及び条件を定める通知（第 44 号）が施行されました。寄附が適

格寄附とみなされるためには、保健省が定めるリストに該当する特定の輸入品

を、タイ赤十字社等から承認された公的慈善団体や医療施設に寄附することが

条件となります。また、輸入寄附者は輸入申告書に「COVID-19 のための寄

附」と記載することが免除の条件となります。 

タイ国勅令第 755 号に基づく所得税及び付加価値税の免税措置を希望する企業

又はパートナーシップは、寄贈品の原価を法人所得税の計算において費用とし

て控除することはできず、また、輸入入国書類及び受贈者が発行する寄贈受領

書等の裏付けとなる証拠を保持し、税務調査官が検査できるようにしなければ

なりません。 
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